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・農業生産の方向性として、
「生産性の向上」（スマート農業の促進や新品種の開発など）
「付加価値の向上」（知的財産の確保・活用など）
「環境への負荷の低減」 が図られることを位置付け（第５条）

＜少ない人数による安定的な食料供給の確保＞
・農業者減少が不可避となる中、 少ない人数で
も安定的に食料供給を確保していく必要

＜環境問題への対応＞
・温室効果ガスの発生や水質悪化に伴い、
気候変動や生物多様性への影響が懸念
・パリ協定やSDGsの採択以降、
環境負荷低減への取組が国際的にも必要

人口減少下における
農業生産の方向性を明確化

１

「食料・農業・農村基本法」改正のポイント

○基幹的農業従事者数の年齢構成
（2022年）



生産データ管理経営データ管理環境制御センシング/モニタリング作業軽減自動運転

経営・生産管理システム
ほ場や品目ごとの作業実績を見える化
記録した情報をもとに、生産コストの見える
化や栽培計画・方法の改善、収量予測等
に活用可能
機能を絞った安価な製品から、経営最適
化に向けた分析機能等が充実した製品ま
で幅広く存在

家畜の生体管理
システム

牛の分娩兆候や
反芻状況、生乳
量などの情報を
一元管理

（技術イメージ）
航空画像マップでほ場見える化

ロボットトラクタ

有人－無人協調システムにより、作業時間
の短縮や１人で複数の作業が可能

（例：無人機で耕耘・整地、有人機で施肥・播種）
１人当たりの作業可能面積が拡大し、大規
模化に貢献

自動操舵システム

自動で正確に作業できるため、
大区画の長い直線操作など
でも作業が楽になる。非熟練
者でも熟練者と同等以上の
精度、速度で作業が可能
作業の重複幅が減少し、単
位時間当たりの作業面積が
約10～25％増加

収量センサ付き
コンバイン

収穫と同時に収量・
水分量等を測定し、
ほ場ごとの収量・食味
等のばらつきを把握
翌年の施肥設計等
に役立てることが可能

リモコン草刈機
急傾斜地等での
除草作業で使用
可能な、リモコンに
より遠隔操作する
草刈機

ドローン/人工衛星
センシングによりほ場
間のばらつきを把握し、
適肥やばらつき解消に
より収量が増加

水管理システム

ほ場の水位・水温等を各種センサーで
自動測定し、スマートフォン等において
いつでもどこでも確認が可能

（技術イメージ）
人は斜面に立つことなく操作

ハウス等の
環境制御システム
データに基づきハウ
ス内環境を最適に
保ち、高品質化や
収量の増加・安定
化が可能

（技術イメージ）
設定や実測に基づき自動制御

スマート農業技術について

○ ロボット、AI、IoT等の情報通信技術を活用した「スマート農業技術」により、農作業の効率化、農作
業における身体の負担の軽減、農業の経営管理の合理化による農業の生産性の向上の効果が期待さ
れる。

2２



スマート農業実証プロジェクト スマート農業の効果

○ 従来の田植機と比較し、作業時間が
平均で18%短縮された。

○ 男性だけで行っていた田植作業への女
性の参画が可能になったほか、新規就
農者でも操作が可能であり、若者の新
規雇用に繫がった。

（ドローン農薬散布）

○ 慣行防除に比べ作業時間が平均で61％短
縮。特に組作業人数の多いセット動噴と比べ
ると省力効果が大きい。ブームスプレーヤーと
比べると給水時間が短縮された。

○ ドローンとセット動噴等との間で同等の防除効
果が得られた。

○ セット動噴のホースを引っ張って歩かなくなり、
疲労度が減った。

自動水管理システムの作業時間（時間/10a）

（自動水管理システム）

○ 作業舎から離れた水田に設置し、見回りを
減らしたことで、作業時間が平均で80％短
縮できた。

○ 障害型冷害対策としての深水管理も適切
に実施できた（不稔割合は2.8％で被害
粒の発生なし）。取水時間を変更すること
で高温対策の効果も期待できる。

ドローン農薬散布の作業時間（時間/10a）

（直進アシスト田植機）

直進アシスト田植機の作業時間（時間/10a）
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削減率
スマート
農機

慣行地域立地条件No.

89%0.121.14東北平場1

32%0.280.41北陸平場2

53%0.200.42中国中山間3

70%0.180.60中国中山間4

58%0.350.84中国中山間5

67%0.260.79中国中山間6

60%0.150.37四国中山間7

61%平均

削減率
スマート
農機

慣行地域立地条件No.

82%0.050.29東北平場1

78%0.110.53東北平場2

76%0.030.13北陸平場3

83%1.307.70関東中山間4

80%平均

削減率
スマート
農機

慣行地域立地条件No.

18%1.992.41東北平場1

20%1.061.31東北平場2

14%0.800.93東海平場3

26%1.001.35関東中山間4

20%0.961.20関東中山間5

40%0.871.44関東中山間6

20%0.951.19中国中山間7

-10%1.271.15中国中山間8

20%0.901.12中国中山間9

9%1.171.29四国中山間10

18%平均
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スマート農業技術の活用の促進に当たっては、スマート農業技術に適した生産方式への転換を図りながら、その現
場導入の加速化と開発速度の引上げを図る必要。

関係者の声

農業分野の研究機関（農研
機構等）や生産現場に伝手
がなく、技術開発や生産現場
への橋渡しがうまくできない。

ほ場などの条件が多岐にわた
ることや、慣行的な栽培方法へ
のこだわり、作物ごとの転用が
困難なことが技術の開発・導入
双方のハードルを上げている。

技術開発・供給側と生産現場
側の両方の歩み寄りが重要。

自動収穫機での収穫に失敗したキャベツ

GNSSガイダンス、自動操舵システム

開発速度を引き上げるには、スマート農業技術に適した生産方式への転換により開発ハードルを下げつつ、
開発が特に必要な分野を明確化して多様なプレーヤーの参画を進めることが重要

衛星データを活用して農機を直進制御する技術等、
一部の農機等では実用化が始まっている

ニーズの高い野菜や果樹の収穫ロボット等の技
術開発は難度が非常に高く、実用化に至らず

ドローン

開発者

出荷規格に合わせて収穫するには、
人手が必要だが、

将来、人員を確保することも難しく、
営農を続けられないかも…

実需者ニーズに合わせて、機械で一斉収穫ができるよう
畝間を広げ、品種を変えたら、スマート農業機械
が良く機能したよ。これなら、農業が続けられるね

スマート農業技術の現場導入を加速させ、その効果を十分に引き出すには、ほ場の畝間拡大、均平化や合
筆、枕地の確保、作期分散、出荷の見直し等、スマート農業技術に適した生産方式への転換が重要

人手を前提とした慣行的な生産方式
（現状）

スマート農業技術に適した生産方式への転換
（目指す姿）

農業の現場では・・・

技術の開発では・・・ 異業種で培った技術を農業
分野に生かしたいけど、ほ場
も作物の生育もバラバラで
手が出せないなぁ｡｡

スマート農業技術の活用の促進に当たっての課題
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①スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う
農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画

（生産方式革新実施計画）

農林水産大臣（基本方針の策定・公表）
（生産方式革新事業活動や開発供給事業の促進の意義及び目標、その実施に関する基本的な事項 等）

申請 認定 申請 認定

【生産方式革新事業活動の内容】
・スマート農業技術の活用と農産物の新たな生産の方式の導入
をセットで相当規模※1で行い、農業の生産性を相当程度向上さ
せる事業活動 ※1 原則、複数農業者が共同した産地単位での取組を想定

【申請者】
・生産方式革新事業活動を行おうとする農業者等
（農業者又はその組織する団体）

【支援措置】
・日本政策金融公庫の長期低利融資
・行政手続の簡素化（ドローン等の飛行許可・承認等）など

【開発供給事業の内容】
・農業において特に必要性が高いと認められるスマート農業技術等
※2の開発及び当該スマート農業技術等を活用した農業機械等又
はスマート農業技術活用サービスの供給を一体的に行う事業
※2 スマート農業技術その他の生産方式革新事業活動に資する先端的な技術

【申請者】
・開発供給事業を行おうとする者
（農機メーカー、サービス事業者、大学、公設試等）
【支援措置】
・日本政策金融公庫の長期低利融資
・農研機構の研究開発設備等の供用等
・行政手続の簡素化（ドローン等の飛行許可・承認）など

②スマート農業技術等の開発
及びその成果の普及に関する計画

（開発供給実施計画）

※農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律

スマート農業技術活用サービス事業者や食品等事業者が行う生産方式
革新事業活動の促進に資する措置を計画に含め支援を受けることが可能

【税制特例】①の計画に記載された設備投資に係る法人税・所得税の特例（特別償却）、②の計画に記載された会社の設立等に伴う登記に係る登録免許税の軽減

農業者の減少等の農業を取り巻く環境の変化に対応して、農業の生産性の向上を図るため、
①スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画（生産方式革新実施計画）
②スマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画（開発供給実施計画）
の認定制度の創設等の措置を講ずる。

【法第６条】

【法第7条～第12条】 【法第13条～第19条】

スマート農業技術活用促進法※について
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収穫ロボット＋省力樹形の導入（りんご）収穫ロボット＋栽培方法の見直し（ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ）

将来の姿現状

自動収穫ロボットの導入ひとつひとつ目視で確認しながらの
人手による収穫作業

将来の姿現状

自動収穫ロボットの導入ひとつひとつ目視で確認しながらの
人手による収穫作業

通常
(３本/株)

見直し
(２本/株)

■ スマート農業技術の活用（A）と人手による作業を前提とした栽培方法の見直し等新たな生産の方式の導入
(B)を合わせて相当規模※で行い、スマート農業技術の効果を十分に引き出す生産現場の取組を認定することで、
人口減少下でも生産水準が維持できる生産性の高い農業を実現。 ※原則、複数農業者が共同した産地単位での取組を想定

作業動線が複雑で機械導入や栽培
管理が困難

通路幅を広くすることで、機械導入・
栽培管理が容易に
立茎数を減らすことにより、ロボットが
アスパラを容易に認識・アクセス可能に

樹木がほ場内に散在
作業動線が複雑で機械作業が困難

省力樹形とし、直線的に配置するこ
とにより、機械作業が容易に

(A)

(B)

(A)

(B)

生産方式革新事業活動のイメージ 【法第２条第３項】
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■スマート農業機械の開発
・ IT、金融業界を経験した若者が農業の課題解決のために起業。
ロボットのハードウェアからソフトウェアまで全て自社で開発。
・ 主力はねぎの自動農薬散布ロボットで、畝の幅にロボットのサイズを
合わせることで他の露地栽培の農作物に応用する改良も推進。
・ 将来は、ハウス栽培用のロボットや、食品加工の自動化の開発も見
据える。
■農薬散布サービスの供給
・ サービス事業会社を分社化し、開発したロボットを用いた農薬散布
サービスを展開。農薬散布に伴う人件費、作業負担、スキルによるム
ラなど、中小・家族経営を含めた地域の農業者の悩みを解決し、
栽培面積拡大、農薬散布のコスト削減に寄与。

ねぎの自動農薬散布ロボット

スマート農業機械の開発と農薬散布サービスの供給に取り組む
研究開発型スタートアップ（事業のイメージ例）• スマート農業実証プロジェクトから得られたデータ等を分析し、

① 営農類型ごとに、
② 周年作業の中で特に労働時間・負荷がかかるために現場から
の省力化ニーズが高く、かつ、スマート農業技術等の開発が遅
れている作業を特定した上で、

③ 当該作業について人口減少下においても生産水準の維持を
可能とする労働時間の削減割合及びその実現に必要となるス
マート農業技術を「重点開発目標」として設定することを検討
「重点開発目標」を基本方針に位置付け、その目標の達成に
寄与する技術の開発及び供給の事業を計画認定により支援

＜果樹作（みかん）の場合のイメージ＞

○ 選果・出荷、摘蕾・摘果、収穫に多くの人手を要し、特に摘蕾・摘果や
収穫に使える実用化技術が現状無く、その分野の技術開発が課題。
○ これらの分野の労働時間の削減割合を数値目標として設定するととも
に、その実現に必要となるスマート農業技術を提示。

開発供給事業の考え方

てきらい

未開発
分野

0

20

40

60

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

選果・出荷
摘蕾・摘果

その他

実証による削減労働時間

収穫

実証経営体の月別作業時間

実証後

(作業時間/10a)

■ 国が開発を進める必要があるスマート農業技術等※の分野・目標（重点開発目標）を基本方針において明示。
■ これに沿ってスマート農業技術等の開発や生産現場への供給を一体的に行う取組を国が認定し、開発及び成
果の普及を促進。 ※スマート農業技術その他の生産方式革新事業活動に資する先端的な技術

開発供給事業のイメージ 【法第２条第５項】
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スマート農業技術は、導入コストが高額で、かつ、その操作には専門的な知見を要することも多いため、スマート農
業技術の活用の促進に当たって、これらの観点から農業者等を支援するため対価を得て継続的に行うスマート
農業技術を活用したサービス（スマート農業技術活用サービス）を本法律で位置付け。
スマート農業技術活用サービス事業者に対しても、本法律に基づき、税制・融資等の支援措置を講ずる。

スマート農業技術活用サービスについて 【法第２条第４項】

データの収集・分析、情報提供
を通じて栽培管理の見直しや作
業体系の最適化を提案する等
のサービス

スマート農業技術を使いこなす
高度な知識・技術を有する人材
を農業現場へ派遣するサービス

収穫ロボットなどのスマート農業
機械のレンタル・シェアリングを行
うサービス

ドローンによる農薬散布や、
ロボットコンバインによる収穫など
の作業受託サービス

専門作業受注型 機械設備供給型 データ分析型人材供給型

（株）レグミン
農薬散布ロボットによる農薬
散布サービスを実施。

(株)ｼﾞｪｲｴｲﾌｰｽﾞみやざき

inaho（株）
自社で開発した自動収穫ロ
ボットのレンタルサービスを実施。

YUIME（株）
産地の繁忙期に特化した人材
派遣に加え、ドローン等を扱う
人材派遣を今後開始予定。

（株）アルプスアグリキャリア

農業用ハウスの環境制御シス
テムを使いこなし、現場で生産
管理をできる人材を派遣。

テラスマイル（株）
生産や市況などのデータを分析
し、最適な出荷時期などを提
案するサービスを展開。

国際航業（株）
農作物の生育状況に基づく診
断レポートや可変施肥マップを
提供。

ホウレンソウ収穫や、ドローン防
除の受託作業を実施。キャベ
ツ収穫作業の受託も検討。

スマート農業技術活用サービスの例

JA三井リース（株）
リース契約した農機を地域内
で共同利用する、ローカルシェ
アリースの展開。
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東海農政局のスマート農業に係る動き①

【ネットワーク会員募集チラシ】

【園芸施設と施設内部の様子（センサーや自動運搬機）】

【連携協定の締結（Ｒ６年１月）】

９

① スマート農業のリーディング企業との連携



② 鳥羽商船高等専門学校との包括的連携協定の締結

【包括的連携協定調印式】

軽トラ・アタッチメント式AI防除機

AIによりかんきつの樹体範囲を認識するこ
とで農薬の散布量を削減することが可能

AI水分ストレス解析と自動かん水システム

葉の萎凋等から水ポテンシャルを
推定し適切なかん水を実現

東海農政局のスマート農業に係る動き②

10

令和６年９月４日締結式
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●活動内容
・ メルマガの配信

・ 補助事業等の行政施策情報、会員による製品紹介、
研究情報、イベント開催情報などタイムリーな情報
をキャッチできます。

●会員（令和6年11月19日現在 134会員）
国、県、市町村、JA・土地改良区等の農業団体、農業者、
メーカー、販売事業者、サービス事業者、大学、試験研究
機関等

東海地域だけでなく全国の皆さまの参加を歓迎します。

●会費 無料

申し込みはこちらから

東海地域スマート農業推進ネットワークの
参加申込フォーム

お問合せ先

東海地域スマート農業推進ネットワーク
事務局：農林水産省東海農政局生産部環境・技術課内
e-mail：smart_tokai@maff.go.jp
TEL 052-746-1313（平日9時～17時）

東海地域スマート農業推進ネットワーク
WEBサイト

■ スマート農業技術の開発・社会実装の一層の進展を図るため、

会員相互にスマート農業に関する情報を共有するネットワークを創設。




